
山都町職員採用試験二次募集試験案内 

1 試験職種及び採用予定人員等 

区 分 職 種 採用予定数 勤務先及び職務内容 

高卒程度 

① 一般事務 ２人程度 
町長部局又は教育委員会等に勤務し、一般事務

に従事する。 
②一般事務 

(障がい者対象) 
1 人程度 

② 土木 ３人程度 町長部局又は教育委員会等に勤務し、専門の技

術業務に従事する。 ③ 建築 ３人程度 

社会人経験 ④ 一般事務 １人程度 
町長部局又は教育委員会等に勤務し、一般事務

に従事する。 

資格免許職 ⑤ 保育士 １人程度 町長部局に勤務し、保育業務に従事する。 

技能 ⑥ 調理師 １人程度 
町長部局又は教育委員会等に勤務し、調理業務

に従事する 

 

２ 受験資格 

職 種 受験資格 

①一般事務 

（高卒程度） 
平成９年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

②一般事務 

（障がい者対象） 

（高卒程度） 

自力（介助者を要しないことをいう。）による職務遂行が可能な者で次のすべ

ての要件を満たす者 

・平成９年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

・第一次試験日までに障害者手帳等（※１）の交付を受けた者 

・通常の勤務時間に対応できる者（週３８時間４５分、一日７時間４５分） 

・活字印刷文による出題及び口頭による面接に対応することができる者 

③土木 
平成２年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

④建築 

⑤一般事務 

（社会人経験） 

・平成２年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた者 

・民間企業（官公庁含む）等の勤務経験が３年以上ある者 ※２ 

⑦ 保育士 平成２年４月２日以降に生まれた者で、応募する職種の資格を有する者（令

和８年３月までに取得見込の者を含む） ⑦調理士 

※１ ア 身体障害者福祉法第 15 条に定める身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師（以

下「指定医」という。）若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に

掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは



直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定

医によるものに限る。） 

イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障が

い者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者就業センターに

よる知的障害者であることの判定書 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条に定める精神障害者保健福祉手帳 

 

※２ 民間企業等勤務経験について 

ア「民間企業等勤務経験」とは、雇用形態にかかわらず、一つの企業等に一週間当たり３０

時間以上の勤務をしていることを要件とし、勤務経験が複数ある場合は、６か月以上継続

して勤務していた経験のみ通算することができる。 

イ 学歴（通信、定時制を除く）と重複する期間は含まない。 

ウ 休暇・休業・休職等のため、１カ月以上継続して職務に従事していない期間（産前産後

休暇を除く。）は、職務経験に通算できない。 

エ 職務経験は、月単位で計算することとする。１カ月未満の期間が生じた場合、１５日以

上は１月とし、１４日以下は切り捨てる。 

オ 最終合格決定後、職務経験期間の確認のため職歴証明書、確定申告書（自営業者の場

合）等の提出を求める。証明書により職務経験の確認ができない場合は、不採用とする。 

 

次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

（１）日本国籍を有しない者（ただし、保育士について当該要件は適用しない。） 

（２）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行の終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

（３）山都町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に設立し政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 受験手続 

 （１）受付期間 

令和７年１２月１５日（月）から令和８年１月８日（木）まで 

（２）申込方法及び受験票の交付 

申込手段 申込方法 受験票の交付 

インター

ネット 

山都町のホームページにアクセスし、申し込みフ

ォームにより申し込むこと。 

なお、１２月１５日は午前８時３０分から、１月 

８日は午後５時までに、正常に到着したものに限り受

け付ける。 

メールにて交付するので各自印

刷し、当日持参すること。 

１月１４日までにメールが届か

ない場合、山都町役場総務課人

事給与係に問い合わせること。 



  ４ 試験の日時及び場所 

試 験 日  時 試験地 試験場 合格発表 

第１次試験 

令和８年 

１月１５日（日） 

午前８時３０分 

山都町 山都町役場本庁 

２月上旬に合格者にのみ文

書で通知するほか、山都町役

場掲示板に掲示 

第２次試験 
令和８年 

２月下旬予定 
山都町 

第１次試験合格

者に別途通知す

る。 

２月下旬に２次試験受験者

に文書で通知するほか、山都

町役場掲示板に掲示 

      
 
（注）第１次試験の際は、受験票と筆記用具（ＨＢの鉛筆、消しゴム等）、昼食を持参してくださ

い。なお、各自印刷した写真票も必ず持参してください。また、時計については、計時機能の
みのものに限ります。（携帯電話を時計として使用することはできません。） 

 

５ 試験の内容 

  （１）第１次試験 

  ①高卒程度一般事務 ②高卒程度一般事務(障がい者対象) 

区 分 出題内容 

教養試験 
時事、社会・人文、自然に関する一般知識、文章理解、判断・数的推理、資料解釈

に関する能力を問う問題                       120 分 

事務適性検査 事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能率の面からみるもの 10 分 

性格特性検査 公務員に求められる六つの資質について、性格特性をみるもの      20 分 

作文試験 文章による表現能力についての筆記試験                60 分 

 

  ⑤社会人経験一般事務 ⑦調理師 

区 分 出題内容 

職務能力試験 
論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、国

内外の社会情勢への理解等を確認するためのもの            60分 

職務適応性検査 職務・職場への適応性を性格傾向の面からみるもの           20 分 

作文試験 文章による表現能力についての筆記試験                60分 

 

  ③土木  ④建築  ⑥保育士 

区 分 出題内容 

職務能力試験 
論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する力、国

内外の社会情勢への理解等を確認するためのもの            60分 

職務適応性検査 職務・職場への適応性を性格傾向の面からみるもの           20 分 

作文試験 文章による表現能力についての筆記試験                60分 



専門試験 

（土木） 

数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、土木基礎力学（水理

学、土質力学）、測量、社会基盤工学、土木施工（高卒程度）       90 分 

専門試験 

（建築） 

数学・物理、情報、建築構造設計、建築構造、建築計画、建築法規、建築施工（高

校卒業程度）                                90 分 

専門試験 

（保育士） 

・社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含む）、保育の心理学、保育原理・保

育内容、子どもの保健 

・障害児保育については、上記のいずれかの分野で出題されることがある 90 分 

 

 

（備考）ア 教養試験、事務適性検査及び専門試験のいずれかにおいて一定の合格点に達しない者

は、他の試験の成績にかかわらず不合格となります。 

イ 作文試験は第１次試験で実施しますが、採点は第２次試験の採点の際行うので、作文試

験の成績は、第１次試験の合否の評価には含まれず、第２次試験の合否の評価に含まれます。 

ウ 性格特性検査・職務適応検査は、第２次試験の合否の評価に含まれます。 

 

（２）第２次試験 

     第１次試験合格者について次の試験を行います。 

区 分 内    容 

人 物 試 験 人柄などについて個別面接による試験 

     （注）試験を中途で棄権した者は、不合格となります。 

 

６ 合格から採用まで 

（１）この試験の最終合格者は、試験職種ごとに作成された採用候補者名簿に記載され、主に令

和８年４月１日以降の採用にあたって、名簿に記載された者の中から採用者を決定します。 

なお、この名簿の有効期間は、原則として合格決定の日から１年間とします。 

（２）「保育士」「調理師」については、資格を取得する見込の者が採用時までに取得できなかった

場合、任命権者において採用しません。 

（３）初任給は、学歴、職務経験年数とその職務内容等に応じ、山都町一般職の職員の給与に関す

る条例等の規定に基づき個別に決定します。 

なお、このほか条例等の定めにより期末手当、勤勉手当、通勤手当等が支給されます。 

 

７ 試験結果の開示について 

   この試験結果については、受験した本人にのみ直接、開示を行います。開示場所、開示内容等

については次のとおりで、受験者本人（未成年者にあっては、その法定代理人を含む。）以外によ

る請求及び電話や郵便等による請求では開示できません。 



試 験 
開示請求 

できる人 
開示内容 開示時間 開示場所 

一次試験

及び 

二次試験 

受験者 

全員 

科目別得点 

総合得点 

総合順位 

(受験者本人の結果

のみに限る。) 

一次試験合格発表の翌日から一

ヶ月間（土、日、祝日を除く。午

前８時３０分から午後５時まで） 

山都町役場 

総務課 

人事給与係 

 ＊開示請求の際は、受験票又は合否通知書及び本人と確認できるもの（運転免許証、学生証等）

を持参してください。 

 

８ 試験についての問い合わせ先 

   山都町総務課 人事給与係 電話 ０９６７－７２－１１１１ 

〒８６１－３５９２ 熊本県上益城郡山都町浜町６番地  

 


